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農業振興地域整備計画の個別見直し業務を再開します農業振興地域整備計画の個別見直し業務を再開します

サツマイモを病気から守りましょう！サツマイモを病気から守りましょう！

　南関町では、農業振興地域整備計画の全体見直しを実施していた関係上、個別見直し業務を一時停止
（令和５年９月１５日～令和７年３月末）しておりましたが、４月より業務を再開いたします。
　農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村が策定する農業振興地
域整備計画により、農用地として利用すべきとされた集団的な優良農地の区域です。したがって、農用
地区域内の農地を転用する場合は、事前に農用地区域からの除外手続きが必要となります。
　農用地を転用して農地以外の利用をする場合は、その農地が所在区域などによっては認められない
場合があります。また、中山間地域等直接事業や多面的機能支払交付金を受けている場合は、遡って返
還が必要となります。
　個別見直しは県の同意が必要となり、その協議が年２回（５月・11月）開催されます。この県協議の前
に南関町農業振興地域整備促進協議会での書類受付及び審議会を経る流れとなっております。特に、
農地を農地以外に使用するためには、農地法をはじめ、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)な
ど、様々な規制がありますので、事前にご相談ください。(ご相談の際は、申出地や事業計画など具体的
にお聞きします。)

【書類の受付期限】

５月県協議 … 毎年３月31日までに必要書類の提出があった分

11月県協議 … 毎年９月30日までに必要書類の提出があった分

問経済課	農政係　☎57-8504

　サツマイモ基腐病は、平成30年度に国内で初めて確認され、令和2年10月以降、熊本県内でも発生
しています。この病気にサツマイモが感染すると、地表部から茎の変色や、いもの腐敗などが起き、ひ
どい場合、株が枯死します。これからサツマイモは定植時期を迎えます。この病気を防ぐために、健全
な種いも・苗を登録薬剤へ浸漬消毒して使用するとともに、ほ場の土壌消毒と植え付け前の排水対策
等を徹底しましょう。万が一発生した場合は、病気が広がる前に発病した株をほ場の外に出し、腐熟さ
せます。加えて、ほ場内の発生箇所に登録薬剤を散布しましょう。

問病害虫防除所（096-248-6490）または玉名地域振興局	農業普及・振興課(74-2135)までお尋ねください。

〇被害の特徴

〇健全な種いも・苗を登録薬剤へ浸漬消毒して使用 〇ほ場の土壌消毒と植え付け前の排水対策等

参考資料：生研支援センターイノベーション創出強化研究推進事業（01020C）および戦略的スマート農業技術等の開発・改良（SA2-102N）
令和４年度版マニュアル「サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策」より


